
 

２０２３年５月１日 

各位 

 

賃上げならびに初任給の引き上げについて 

～ 賃上げは約３．３％、初任給は２３万円に引き上げ ～ 

 

株式会社十六フィナンシャルグループ（代表取締役社長 池田 直樹、以下「当社」と   

いいます。）は、賃上げならびに初任給の引き上げを行うことを決定し、２０２３年４月  

２８日、社員組合に通知いたしましたので、下記のとおりお知らせします。 

当社グループは、長期ビジョンに掲げる「一歩先を行き、いつも地域の力になる」を   

目指し、地域のフロントランナーとして、人材の価値を最大限に引き出すとともに、   

積極的な新卒採用により地域における雇用の創出に努めてまいります。 

 

記 

 

１．賃上げ 

社員一人ひとりの意欲とチャレンジに報いる処遇を実現するとともに、物価上昇への

対応を両立することを目的として、ベースアップ、定期昇給、新人事制度への移行に  

伴う給与引き上げにより、約３．３％の賃上げを実施いたします。 

地域の生活者として、社員が豊かな人生を実現できるよう後押ししてまいります。 

 

２．初任給の引き上げ 

  地域総合金融サービスグループとして、個性あふれる多様な人材に活躍いただくこと

を目的として、大学卒の初任給を現行の２１万円から２３万円に引き上げます。 

  なお、２０２４年度の新卒採用は、２０２３年度の実績である１０８名を大きく   

上回る１５０名を計画しております。引き続き、自分らしさを大切にしながら、サステ

ナブルな成長を目指す新卒者の方を迎えてまいります。 

 

以 上 

 

【本件ご照会先：グループ企画統括部（広報担当） ＴＥＬ ０５８－２６６－２５１１】 


